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1― はじめに

　2022年は、1992年に生産緑地地区が

最初に指定されてから30年となり、生産

緑地の買い取り申出が可能になる年であ

る。対象となる土地所有農家が一斉に自

治体に買取り申出を行うと、多くが宅地と

して市場に放出されて、土地・住宅市場に

大きな影響をもたらす。このような懸念が、

生産緑地の2022年問題である。

　しかし、2016年5月に「都市農業振興基

本計画*1」が策定され、本年4月には生産緑

地法の改正を含む、都市緑地法等の改正法

案が成立した。これによって、土地・住宅市

場への影響は一定程度抑えられ、都市農業

振興あるいは都市農地を活かしたまちづく

りという観点から、生産緑地を保全、活用す

ることへの期待が高まったと言える。

2― 法改正の内容と農家の選択肢

1｜法改正の内容
　生産緑地法の改正は、指定面積要件の

緩和、行為制限の緩和、特定生産緑地指定

制度創設の3点がある*2。中でも最も注目

されるのが、「特定生産緑地指定制度」の

創設だ。［図表1］

　これは、指定から30年を経過する生産

緑地について、市区町村が利害関係者の同

意のもと、新たに特定生産緑地を指定すれ

ば、買取り申出が可能となる時期を10年

先送りできる制度である。10年経過後に

再度指定すれば、さらに10年先に延びる。

　30年経過し、買取り申出せずに生産緑地

を継続した場合、その後はいつでも買取り申

出可能となることから、本制度を活用するこ

とで確実に農地を保全しようとするものだ。

2｜不確定要素
　ここで注意しなければならない点があ

る。改正法では地区指定から30年経過前

に指定することとしており、それ以降追加

の指定はできない。

　また、特定生産緑地に指定しない場合、

常時、買取り申出できる状況では、相続税

納税猶予制度*3の適用が認められなくな

る可能性がある。固定資産税についても

課税強化の可能性がある。

3｜農家の選択肢
　仮に、現時点で不確定要素であるこれ

らの想定を前提にして、特定生産緑地に

指定する場合と、しない場合を整理すると、

次のようになる。

　特定生産緑地に指定すると（図表2の

a,a’）、営農継続が前提となり、10年間の

行為制限が適用される。買取り申出は、指

定から10年経過後及び、主たる農業従事

者が死亡や故障で営農継続できない場合

に行うことができる。

　不指定の場合（図表2のb,b’）は、常時買

取り申出は可能だが、その後、特定生産緑
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地に指定することはできず、相続発生時に

相続税納税猶予制度は適用できない。

4｜10年間営農可能かどうか
　以上のように、特定生産緑地に指定し

ない生産緑地に対して課税強化されるな

らば、農家にとってメリットとなる点は少

ない。

　したがって、少なくとも2022年以降10

年間は農業継続が可能でその意思がある

ならば、この機会に特定生産緑地に指定

する判断を取るだろう。

　現状で後継者の見通しが立っていない

場合、今後10年間の内に考慮することが

できる。今回の法改正は、この条件にあて

はまる農家に対しては農業継続を促すこ

とになろう。

　一方、現状でも収益性が高く、直売所等

の設置により、さらに農業収益を上げてい

くことで、課税強化分も十分負担でき、し

かし、後継者の見通しが立っていない状況

であるならば、いざ、相続が発生したとき

の土地活用を考慮して、特定生産緑地に

指定しないという判断が成り立つ。

　以上の条件にあてはまらない場合、買

い取り申出を選択する可能性が高くなる。

こうしてみると、農家の選択において最も

重要になるのは、後継者も含めて2022年

以降10年間農業継続可能かどうか、その

見極めであることが分かる。

3― 都市農業振興とまちづくり

1｜市街化区域内農地の仕分け
　改正法では、特定生産緑地の指定は申

出基準日までに行うこととしており、当該

市区町村は、まずは対象農家に新制度を

周知し、意向を把握することになる。

　農家が、特定生産緑地指定を希望する

場合、その後10年間は確実に保全するこ

とができる［図表3〈ア〉］。

　特定生産緑地指定を希望しない場合は、

常時買取り申出可能となり、基本的にはそ

の後10年以内に買取り申出の可能性があ

るものとして、公的活用するか、開発される

ものと捉えることになるだろう［同〈ウ〉］。

買取り申出意向の場合、買い取って公共施

設などへの活用を検討することになる［同

〈エ〉］。買い取らない場合は、他の生産者

へあっせんを行い農地継続の可能性を検

討する［同〈オ〉］。あっせんが成立しない場

合は行為制限が解除されて宅地化するこ

とになり、良好な市街地へと誘導する対象

となる［同〈カ〉］。

　2022年時点で指定から30年未満の生

産緑地については、30年経過まで確実に

保全できるが、その後の特定生産緑地指

定により、それ以降10年間保全を図る可

能性が残る［同〈イ〉］。

　既存の宅地化農地*4についても、法改

正により生産緑地指定面積の下限が引き

下げられることで、追加指定しやすくなる

ことから、開発ばかりでなく保全する対象

も含まれてくる［同〈キ〉］。

　このように、農家に対する意向把握は、

現在の市街化区域内農地全体について、

2022年以降、当面保全するのか、公的に

活用するのか、開発を前提にするのかを、

個々に洗い出すことになる。

2｜まちづくりの方針を検討
　以上から、今回の法改正は、2022年以

降の都市農業振興のあり方、農地を活か

したまちづくりのあり方を検討する契機

になると捉えるべきである。

　指定30年に該当する生産緑地以外の

農地も含めた仕分けによって、保全する農

地については、都市農業振興基本法の理

念*5に照らして、個々の農地についてどの

ような機能の発揮が求められるのかの検

証を行う。

　買取り申出が見込まれる農地について

は、実際にどのような公的活用が考えられ

るのか個々に検証する。

　開発が見込まれる農地については、農業

に触れあうことができる住宅開発を誘導す

るなど、民間と連携して知恵を出していく。

　その検討方法として、都市農業振興基

本計画の市区町村版の策定*6は、農家が

都市農業を継続していくためのプラス材

料を具体的に示し、都市農業振興に対する

全市民的理解を形成する機会とするなら

ば、意義が高い。

4―おわりに

　このように改正法を踏まえてみると、

2022年問題は、今後の都市農業振興や、

まちづくりをどう捉えるかという問題であ

ることが分かる。

　そして、その問題を解決するには、農家、

都市住民、行政が共に都市農業に対する

理解を深めることが、何より重要になるの

である。

［*1］都市農業振興基本法に基づき閣議決定された。
［*2］改正法は5月12日公布された。
［*3］適用を受けると、終身営農を前提に、相続税の納
税が一定の要件の下、猶予される制度。
［*4］市街化区域内の生産緑地以外の農地。
［*5］第3条基本理念には、都市農業の多様な機能とし
て、農産物供給、景観創出、交流創出、食育・教育、地産
地消、環境保全、防災が挙げられている。
［*6］法律では、基本計画を基に、地方版の策定に努め
るとしている。
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